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身
体
に
障
害
の
あ
る
人
や
、
重
度
の

精
神
障
害
の
あ
る
人
が
所
有
し
て
い
る

軽
自
動
車
は
、
一
定
の
条
件
に
よ
り
、

申
請
に
よ
っ
て
、
１
人
１
台
に
限
り
軽

自
動
車
税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
４
月
１
日
現
在
で
満
18
歳

未
満
の
身
体
や
精
神
に
障
害
が
あ
る
人

は
、
そ
の
人
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
人

が
所
有
す
る
軽
自
動
車
も
対
象
と
な
り

ま
す
。
な
お
普
通
車
の
減
免
を
受
け
て

い
る
人
は
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
希
望
す
る
人

は
、
印
鑑
、
障
害
者
手
帳
、
運
転
す
る

人
の
運
転
免
許
証
を
持
参
の
上
、
５

月
24
日
（
月
）
ま
で
に
税
務
課
、
各
支

所
ま
た
は
出
張
所
で
減
免
申
請
を
し
て

く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場

所
に
準
備
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
昨
年
度
の
減
免
申
請
内
容
に
、

変
更
が
な
い
場
合
は
申
請
書
を
提
出
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
（
車
を
変
え
た

人
、
障
害
の
等
級
な
ど
が
変
わ
っ
た
人
、

運
転
者
を
変
え
る
人
な
ど
は
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す
）。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課

　
　
０
８
６
９
―

２
２
―

１
１
１
４

　　
介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、
介
護

保
険
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
が
廃
止

さ
れ
ま
し
た
が
、
す
で
に
発
行
し
て
い

る
被
保
険
者
証
で
、
平
成
22
年
３
月
31

日
の
有
効
期
限
が
入
っ
た
被
保
険
者
証

（
左
図
）
を
持
た
れ
て
い
る
人
も
、
引

き
続
き
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
い
き
い
き
長
寿
課

　
　
０
８
６
９
―

２
６
―

５
９
２
６

　
平
成
21
〜
23
年
度
の
本
市
の
介
護
保

険
料
基
準
額
は
、
年
額
５
５
、
２
０
０

円 

（
月
額
４
、
６
０
０
円
）
で
す
。

　
保
険
料
は
、
前
年
の
所
得
が
確
定
す

る
ま
で
の
間
を
仮
算
定
（
仮
徴
収
）
期

間
と
し
、
平
成
21
年
度
の
保
険
料
を
基

礎
に
決
定
し
て
納
め
ま
す
。
前
年
の
所

得
が
確
定
し
た
後
、
年
間
保
険
料
を
決

定
し
、
仮
算
定
（
仮
徴
収
）
期
間
の
保

険
料
を
差
し
引
い
た
額
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
納
付
月
な
ど
は
次
の
と

お
り
で
す
。

・
普
通
徴
収
（
納
付
書
、
口
座
振
替
を

　
利
用
の
人
）

　
４
月
に
仮
算
定
納
付
書
が
届
き
ま
す

（
納
期
限
４
月
30
日
）。
そ
の
後
、
６
月

に
本
算
定
納
付
書
が
届
き
ま
す
の
で
、

６
、
８
、
10
、
12
、
２
月
の
納
期
月
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

・
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
天
引
き
の
人
）

　
６
月
に
本
算
定
決
定
通
知
書
が
届
き

ま
す
の
で
、
４
、
６
、
８
、
10
、
12
、
２

月
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

※
65
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
人
や
転
入

　
し
て
き
た
人
な
ど
は
、
特
別
徴
収
に

　
な
る
ま
で
６
カ
月
〜
１
年
程
度
か
か

　
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課

　
　
０
８
６
９
―

２
２
―

１
１
１
４

固
定
資
産
税
課
税
明
細
書

の
内
容
確
認
を

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧

帳
簿
を
閲
覧
で
き
ま
す

介
護
保
険
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
が
廃
止

介
護
保
険
料
の
基
準
額
と

納
付
時
期

障
害
の
あ
る
人
は

軽
自
動
車
税
が
減
免

固
定
資
産
税
Ｑ
＆
Ａ

　　
固
定
資
産
税
と
は
、
毎
年
１
月
１
日

（
賦
課
期
日
）
に
土
地
・
家
屋
・
償
却

資
産
と
い
っ
た
固
定
資
産
を
所
有
し
て

い
る
人
が
、
固
定
資
産
の
価
格
を
も
と

に
算
出
さ
れ
る
税
額
を
そ
の
固
定
資
産

の
所
在
す
る
市
町
村
へ
納
め
る
税
金
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
現
在
送
付
し
て
い
る
固
定
資
産
税
の

納
税
通
知
書
に
は
、
土
地
・
家
屋
の
課

税
明
細
書
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
課
税
明
細
書
に
あ
る
各
物
件
の
備
考

欄
に
は
、「
住
宅
用
地
の
特
例
」「
新
築

住
宅
の
軽
減
」「
新
築
住
宅
の
軽
減
（
適

用
最
終
年
）」「
登
記
簿
上
の
所
有
者
」

「
公
益
減
免
」
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
適
正
な
課
税
が
な
さ
れ
て
い

る
か
、
再
度
課
税
明
細
書
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
を
比
較
し
、

自
ら
の
土
地
・
家
屋
の
適
正
さ
に
つ
い

て
理
解
・
確
認
す
る
た
め
に
、
土
地
の

地
目
、
地
積
、
評
価
額
な
ど
や
家
屋
の

種
類
、
構
造
、
床
面
積
、
評
価
額
な
ど

が
記
載
さ
れ
た
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿
を
、
４
月
１
日
か
ら
第
１
期
の

納
期
限
ま
で
の
期
間
、
縦
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
縦
覧
で
き
る
人
は
、
瀬
戸
内
市
に
所

在
す
る
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の

納
税
者
本
人
で
、
代
理
人
の
場
合
は
委

任
状
が
必
要
で
す
。
本
人
の
確
認
が
で

き
る
運
転
免
許
証
な
ど
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。
な
お
、
縦
覧
場
所
は
市
役
所
本

庁
の
み
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
土
地
・
家
屋
の
価
格
に
対
す

る
不
服
（
審
査
）
申
出
期
間
は
、
納
税

通
知
書
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
60
日
で
す
。

▽
縦
覧
期
間

　
４
月
１
日
（
木
）
〜
30
日
（
金
）

　（
平
日
の
み
）

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

▽
縦
覧
場
所
　
瀬
戸
内
市
役
所
税
務
課

※
閲
覧
（
自
分
の
資
産
の
み
を
見
る
こ

　
と
）
は
、
各
支
所
・
出
張
所
で
も
行

　
っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
税
務
課

　
　
０
８
６
９
―

２
２
―

１
１
８
１

tax and nursing care insurance

Ｑ. 

地
価
が
下
が
っ
て
い
る
の
に
税
額

　
が
上
が
る
の
は
？

　
地
価
の
下
落
に
よ
っ
て
土
地
の
評
価
額

が
下
が
っ
て
い
る
の
に
、
税
額
が
上
が
る

の
は
な
ぜ
？

Ａ. 

負
担
水
準
の
適
正
化
を
図
っ
た
た

　
め
で
す
。

　
負
担
水
準
が
低
い
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ

っ
て
い
ま
す
。
負
担
水
準
と
は
、
土
地
の

評
価
額
に
対
し
て
、
税
負
担
と
な
る
課
税

標
準
額
の
占
め
る
割
合
で
す
。
地
域
や
土

地
に
よ
っ
て
負
担
水
準
の
ば
ら
つ
き
が
あ

り
、
こ
の
ば
ら
つ
き
の
幅
を
狭
め
て
い
く

制
度
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、
負
担
水
準
が
高
い
土
地

は
税
負
担
を
引
き
下
げ
た
り
、
据
え
置
い

た
り
す
る
一
方
、
負
担
水
準
の
低
い
土
地

は
税
を
引
き
上
げ
て
い
く
仕
組
み
に
な
っ

て
い
ま
す
。

Ｑ. 

新
築
住
宅
の
税
額
が
急
に
高
く
な

　
っ
た
の
で
す
が
？

　
新
築
住
宅
を
建
て
て
、
４
年
目
に
な
り

ま
す
が
、
固
定
資
産
税
額
が
急
に
高
く
な

り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
で
す
か
。

Ａ. 

軽
減
適
用
期
間
の
終
了
に
よ
る
も

　
の
で
す
。

　
新
築
の
住
宅
に
対
し
て
、
一
定
の
要
件

に
該
当
す
る
と
き
は
、
新
た
に
固
定
資
産

税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
年
度
か

ら
３
年
間
に
限
り
、
１
２
０
平
方
　
ま
で

の
面
積
の
税
額
が
２
分
の
１
に
軽
減
さ
れ

ま
す
。
税
額
が
高
く
な
っ
た
の
は
、
軽
減

適
用
期
間
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
、
本

来
の
税
額
に
な
っ
た
た
め
で
す
。

家屋や土地を
　所有する皆さんへ

メ
ー
ト
ル

生活保護受給者、または老齢福祉年金受給者で、世帯全
員が市民税非課税の人

世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年
金収入額が80万円以下の人

本人が市民税非課税で、同一世帯に市民税課税者がいる、
第4段階以外の人

世帯全員が市民税非課税で、第２段階以外の人

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の人

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上の人

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上
400万円未満の人

本人が市民税非課税で、同一世帯に市民税課税者がいる、前
年の合計所得金額＋課税年金収入額の合計が80万円以下の人

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

所得段階 対象者 算式 保険料

瀬戸内市介護保険料（年額）

基準額×0.50

基準額×0.50

基準額×0.75

基準額×0.90

基準額×1.00

基準額×1.25

基準額×1.50

基準額×1.60

27,600円

27,600円

41,400円

49,600円

55,200円

69,000円

82,800円

88,300円
※合計所得金額とは、「収入金額」から「必要経費の相当額」を差し引いた額で、扶養控除や医療費控除
　などの所得控除を行う前の金額です。

有効期限の入った被保険者
証も今までどおり使えます

税
金
・
介
護
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ

み
ん
な
で
支
え
合
っ
て
ま
ち
づ
く
り


